
別記様式(第５条関係) 

西予市大学生等生活応援事業申請書 

年  月  日 

西予市教育委員会   様 
 

申請者 住  所                   

(保護者等) 氏  名                  

電話番号                  

 ※電話番号は確実に連絡が取れる番号を記入ください。   

     給付対象者との続柄                  
 
 ふるさと小包の支給を受けたいので、誓約・同意事項に同意の上、西予市大学生等生

活応援事業実施要綱第５条の規定により関係書類を添えて、次のとおり申請します。 

 

１．現況及びふるさと小包の送付先(大学生等の住所) 

住 所 

〒   －     
      都道 

府県 
※マンション、アパート名・部屋番号までお書きください。 

(電話番号   －   －   ) 

フリガナ  

氏 名  

生年月日  

在学している大学等の名称                     （   学年） 

希望する「ふるさと小包」 

□小包Ａ（せいよの生活応援set①） 

□小包Ｂ（せいよの生活応援set②） 

□小包Ｃ（せいよの山と里の幸set） 

□小包Ｄ（せいよの海ばた堪能set） 

□小包Ｅ（せいよの柑橘堪能set） 

配達希望時間帯の選択 
□指定なし □８～12時 □14～16時 □16～18時 

□18～20時 □19～21時 

□ 申請者の住所へ送付を希望する場合は、チェックをしてください。 

※ふるさと小包は、令和８年４月以降に発送となります。種類によっては、到着に日数がかかる場合があります。 
 
 

（裏面も確認してください。） 



【誓約・同意事項】 

１ ふるさと小包の支給要件の該当性等を審査等するため、西予市教育委員会(以下「教育委員

会」という。)が申請者及び被扶養者等の市税、住民基本台帳等の公簿等の確認を行うこと、

並びに必要な資料を他の行政機関等に求めることに同意します。 

２ 公簿等で確認できない場合は、関係書類を提出します。 

３ 教育委員会が支給決定をした後、申請書の不備による支給不能等があり、教育委員会が申請

者に対し連絡・確認に努めたにもかかわらず、当該申請書の補正が行われなかったことによ

り、令和８年７月31日までにふるさと小包の送付が完了しなかった場合には、教育委員会は当

該申請が取り下げられたものとみなします。 

４ ふるさと小包の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、ふるさと小包を返

還します。 

５ 教育委員会がふるさと小包を送るために、本事業により取得した申請者又は大学生等に関す

る住所、氏名、電話番号等の個人情報を使用することに同意します。 

 

２．添付書類 

 □ 申請者本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等の写し) 

 □ 給付対象者が大学生等であることを証明する書類(学生証、在学証明書等の写し) 

   ※在学証明書は、令和８年２月１日以後に発行されたものに限ります。 

※以下は、通信教育課程に在学している大学生等について請求する場合に限り添付が必要です。 

□ 大学生等の居住実態が市外にあることを証明する書類 

(アパート等の賃貸契約書等の写し) 

 


